
不動産と税金

33 不動産取得税

土地や家屋の購入、家屋の建築などで不動産を取得したときに、登記の有無にかかわらず課税され
ます。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。

 取得した不動産の価格とは
不動産の価格とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格（評価額）で、

新増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。したがって、
不動産の購入価格や建築工事費ではありません。

また、土地や家屋の贈与を受けた場合や、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録され
ている価格となります。

 免税点は
　課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。

　土地 　………………………………10万円
　　　　 新築、増築、改築…………23万円　家屋｛ その他（売買など）…………12万円

 不動産を取得したときの申告は
取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所・都税支所・支庁に申告して

ください。
未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
ただし、不動産を取得した日から30日以内に、登記を申請した場合には、原則として申告は不要と

なります。

不動産取得税

納める方

土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築（新築・増築・改築）
などにより取得した方（個人、法人を問いません。）

納める額

取得した不動産の価格（課税標準額）＊1 × 税　率＊2

＊1　令和9年3月31日までに宅地等（宅地及び宅地評価された土地）を取得した場合は、 
　　　 取得した不動産の価格 ×1／2を課税標準額とします。

＊2　税率は下表のとおりです。
取　　得　　日

平成20年4月1日から
令和9年3月31日まで

土　　地 家屋（住宅） 家屋（非住宅）

3／100 4／100

納める時期と方法

都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。
納付方法について、詳しくは75〜77ページをご覧ください。
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 住宅を取得したときの軽減は
（1）新築住宅の場合（増築・改築を含む。）
 ［要件］床面積＊1が次の要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

下　　　　　限
上　　限

一戸建の住宅 一戸建以外の住宅＊2

貸家以外 50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下

貸　　家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下

＊1　 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。マンション等は共用部分の床面積を専有部
分の床面積割合によりあん分した床面積も含みます。

＊2	 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等の構造上独立した区画を有する住宅をいいます。
	 なお、床面積要件の判定は、独立した区画ごとに行います。

 ［控除される額］1,200万円＊3（価格が1,200万円未満である場合はその額）
＊3	 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
	� なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円と

なります（令和8年3月31日までの間に取得した場合に限ります。）。

 ［税額の計算］（住宅の価格−控除額）×税率3％＝税額

（2）中古住宅の場合
 ［要件］ 次のアからウまでの全ての要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。

要　　　件

ア　居住要件
（注）取得時における家屋の現況が住宅で

あることが必要です。

イ　床面積要件

ウ　耐震基準要件＊1

内　　　容　

個人が自己の居住用に取得した住宅であること
（住宅以外の家屋を住宅にリフォームする場合は、取得前に当該リフォームが完了し
ている必要があります。）

昭和57年1月1日以後に
新築されたもの

左記の条件に該当しない住宅で建築士等が行う耐震診断
によって新耐震基準に適合しているとの証明がされたも
の（証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了し
ていることが必要です。）

50㎡以上240㎡以下
（床面積要件の判定については「新築住宅の場合」と同様です。）

＊1	 上記の要件のうち、ウの要件を満たさない中古住宅（平成26年4月1日以降の取得に限る。）であっても、取
得後６か月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合することにつき証明を受け、自己の居住の用に供し、か
つ耐震改修が自己の居住の用に供する前に完了している場合は、住宅の税額から一定額が減額されます。また、
その敷地についても軽減が受けられる場合があります（平成30年4月1日以降の敷地の取得に限る。）。詳し
い内容や手続については、所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。

	  ［控除される額］
新築された日 控除額

昭和29年7月1日～昭和38年12月31日＊2 100万円

昭和39年1月1日～昭和47年12月31日＊2 150万円

昭和48年1月1日～昭和50年12月31日＊2 230万円

昭和51年1月1日～昭和56年 6 月30日＊2 350万円

新築された日 控除額
昭和56年7月1日～昭和60年6月30 420万円

昭和60年7月1日～平成元 年3月31日 450万円

平成元 年4月1日～平成 9 年3月31日 1,000万円

平成 9 年4月1日以後 1,200万円

日＊2

＊2	 昭和56年12月31日以前に新築された中古住宅については、新耐震基準に適合していることの証明がされた
ものに限ります。詳しくは、上記ウの要件をご覧ください。

 ［税額の計算］（住宅の価格−控除額）＊3 ×税率3％＝税額
＊3	 住宅の持分を取得した場合には、住宅の価格及び控除額にその持分を乗じた額となります。
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 住宅用土地を取得したときの軽減は
34ページの「住宅を取得したときの軽減は」の対象となる住宅の敷地を取得する場合で、次のいずれ

かの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が減額されます。

≪新築住宅用土地の取得≫

区　　分 要　　　　　件

（ア）住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること
住宅の新築より後に
土地を取得した場合

住宅の新築より先に
土地を取得した場合

土地を取得後3年以内*にその土地の上に住宅が新築されていること（ただし、①土
地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合、②土地の取得
者からその土地を取得した方（譲渡の相手方）が住宅を新築した場合のいずれか
に限ります。）

（イ）新築未使用の住宅とその敷地を、住宅の新築後1年以内（同時取得を含む。）
に同じ方が取得していること

＊ 令和8年3月31日までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難なものと
して政令で定める場合（1棟につき100戸以上の住宅を有する共同住宅等で新築までの期間が3年を超えることに
ついてやむを得ない事情があると認められる場合）には4年以内

 東京ゼロエミ住宅の新築に対する不動産取得税の減免（家屋）
　次のいずれかの要件を満たす新築の東京ゼロエミ住宅にかかる不動産取得税を減免します。

（１）�令和４年４月１日から令和６年９月30日までの間に「東京ゼロエミ住宅の認証に関す
る要綱」に基づく設計確認申請を行った住宅

（２）�令和６年10月１日から令和11年３月31日までの間に「東京ゼロエミ住宅の認証に関す
る要綱」に基づく設計確認申請を行った住宅

＊1　東京ゼロエミ住宅指針第4の基準に適合し、東京ゼロエミ住宅認証書に記載されているものに限ります。
＊2　東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準2又は水準3のことを指します。

減免の要件

減 免 割 合

•東京ゼロエミ住宅導入促進事業助成金交付要綱の助成対象のうち、次の①、②のいずれかに
該当すること

　①発電出力50kW未満の太陽光発電システム＊1を設置していること
　②水準2又は水準3の基準＊2を満たしていること
•新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
•東京ゼロエミ住宅認証書、東京ゼロエミ住宅設計確認書等の必要書類を添えて減免申請が
されたこと

①又は②を満たす場合 住宅に係る不動産取得税の5割（①及び②いずれも満たす場合 10割）

減免の要件

減 免 割 合

•東京ゼロエミ住宅普及促進事業助成金交付要綱の助成対象であること 
•新築において、最初の不動産取得税の課税対象となっていること
•東京ゼロエミ住宅認証書、東京ゼロエミ住宅設計確認書等の必要書類を添えて減免申請が
されたこと

•水準A　住宅に係る不動産取得税の10割
•水準B　住宅に係る不動産取得税の8割
•水準C　住宅に係る不動産取得税の5割
※東京ゼロエミ住宅指針第3に規定する水準A、水準B又は水準Cのことを指します。
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 不動産取得税の計算方法は
［設例］ 令和6年5月に土地付新築住宅を購入しました。

土地の面積は125 ㎡で、住宅は延床面積が100 ㎡です。
価格（評価額）は、土地が72,000,000円、家屋が12,600,000円です。
納める税額はいくらでしょうか。

［計算］

したがって、納める額は、家屋18,000円＋土地0円＝18,000円です。

 軽減を受けるための申告は
原則として、住宅や住宅用土地を取得した日から60日以内に、下表の書類（原則写しで可）を添付し

て、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所・都税支所・支庁に申告してください。

必　要　な　書　類

新 築 住 宅

中 古 住 宅 登記事項証明書（建物）／住民票（マイナンバーの記載のないもの）

住宅用土地 登記事項証明書（土地）／上記新築住宅又は中古住宅の軽減に必要な書類

建築工事請負契約書／検査済証又は登記事項証明書（建物）／平面図（共同住宅や店舗等との
併用住宅の場合）／長期優良住宅認定通知書（認定長期優良住宅の場合）

　（注）必要に応じて、上記以外の書類（売買契約書、最終代金領収書等）を提出していただく場合があります。

家屋
価格
住宅取得の軽減
課税標準額
納める額

（ア）
（イ）
（ウ）

34ページ「住宅を取得したときの軽減は」の要件を確認
（34ページ［控除される額］参照）
（ア）－（イ）
（ウ）×税率3％

土地

価格
課税標準額
1㎡当たりの価格
税額
住宅用土地の軽減
住宅用土地の軽減

軽減額
納める額

（エ）
（オ）
（カ）
（キ）
（ク）
（ケ）

（コ）

（エ）×1／2（33ページ参照）
（オ）÷土地の面積
（オ）×税率3％
（36ページ《軽減される額》（ア）参照）
（カ）×（住宅床面積×2（一戸につき200㎡が限度））
　　×税率3％
（ク）か（ケ）のいずれか高い方の金額
（キ）－（コ）（マイナスとなる場合は課税されません。）

12,600,000円
12,000,000円
600,000円
18,000円

72,000,000円
36,000,000円
288,000円

1,080,000円
45,000円

1,728,000円

1,728,000円
0円

≪中古住宅用土地の取得≫

区　　分 要　　　　　件
住宅より先に土地を
取得した場合

土地を取得した方が、取得した日から1年以内（同時取得を含む。）にその土地の
上にある住宅を取得していること

住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること住宅より後に土地を
取得した場合

≪軽減される額≫
次の（ア）又は（イ）のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。

（ア）45,000円（税額が45,000円未満の場合はその額）

（イ） 土地1㎡当たりの価格＊ × 住宅の床面積の2倍（1戸につき200㎡が限度） × 税率3%

＊ 令和9年3月31日までに宅地等（宅地及び宅地評価された土地）を取得した場合は、価格を2分の1にした後
の額から1㎡当たりの価格を計算します。

（注）住宅の持分を取得した場合には、上記（イ）で算出された金額にその持分を乗じた金額となります。




